
○ 都道府県、市町村、森林組合等

主な支援対象者

趣旨

支援対象となる作業

○ 林業専用道の開設  
○ 林業専用道の改良

・ 局部改良 ・ 幅員拡張  ・ のり面保全 ・ 舗装 等
○ 作業ポイント整備 
○ 接続路整備
○ 施設集約化（撤去）
○ 老朽化対策（個別施設計画に基づく健全度Ⅲ，Ⅳの林道施設が対象）
○ 機能回復（効率的施業区域内において行う路面や排水施設等の整備）
○ 農道等改良（林道整備と一体的に行う農道等の改良）

主として土構造である
林業専用道について、防
災機能を強化するための
局部的構造の改良を支援
します。

改良前（イメージ） 改良後（イメージ）

林業専用道の改良
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林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業

○ 都道府県、市町村、森林組合等

主な支援対象者

趣旨

○ 地方公共団体等による、林道施設を適切に管理するための林道施設の塗膜に含ま
れるポリ塩化ビフェニル（PCB）の調査、処理等を支援します。
※ 令和９年３月31日までに実施されるものに限ります。

支援対象となる作業

○ PCBの濃度分析調査 
○ PCBの処理等
※ 林道整備事業において、林道の改良や老朽化対策とPCB対策を併せて実施できる「林道施設老朽化

緊急対策」も措置されています。
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地方公共団体の自主性と創意工夫に基づき、地域の多様な主体の参画を通じた地方創
生に資する取組を支援します。

趣旨

都道府県、市町村、森林組合等

主な支援対象者

支援対象となる作業

新しい地方経済・生活環境創生交付金

○ ソフト事業、拠点整備事業、インフラ整備事業が幅広く対象になり、基本的にこれらを組み
合わせた取組が支援されます。

○ インフラ整備事業として、林道や造林等の森林整備事業、治山事業、農業農村整備事業、
道路事業など、既存のほとんどの公共事業が対象になります。

※ 令和６年度まで措置されていた地方創生道整備推進交付金については、令和６年度末までに認定を受け
た地域再生計画に基づく事業に限り、その地域再生計画期間が終了するまでの間措置されます。

塗膜の部分剥離

記録的な集中豪雨への林業専用道の耐久性等に係る対応が必要であることなどから、「林業
専用道作設指針の運用」を作成し、より実態に即した柔軟な運用を図っています。

長大のり面が連続する
箇所、脆弱な土質箇所
等において、のり面保
護工を実施。

例：のり面緑化工

直線区間を設ける
ことにより、安全性
の向上が図られる
場合、擁壁等を設
置。

例：補強土壁工

林業専用道作設指針の運用について

○ 10ｔ積トラックや大型ホイールタイプフォワーダの走行に対応した規格・構造を
有し、森林作業道と組み合わせて、間伐や再造林、花粉発生源対策としての伐採・
植替え等の森林施業の用に供する支線林道又は分線林道の役割を果たす林業専用道
等の整備を支援します。

林業専用道整備

林道整備事業

インフラ整備事業
大型車両の通行が困難な
林道・道路等の整備

ソフト事業
計画立案、人材育成、販路拡大、
PR等の支援

拠点整備事業
道の駅、交流施設等の整備

＜事業活用イメージ＞
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